
 

浜田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和 8 年 3 月 25 日 

 

 浜田市長 三 浦 大 紀 

 

浜田市条例第 5 号 

 

 

  



 

浜田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

浜田市放課後児童クラブ条例（平成 17 年浜田市条例第 133 号）の一部を次

のように改正する。 

第 2 条の表ふたば学級放課後児童クラブの項の次に次のように加える。 

にこにこ学級放課後児童クラブ 浜田市港町 208 番地 25 人 

第 2 条の表かもめ学級放課後児童クラブの項の次に次のように加える。 

あおぞら学級放課後児童クラブ 浜田市下府町 2103 番地 32 40 人 

附 則 

この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 


